
 第２７回～第２９回 ＊ 成 年 後 見 相 談 会           

 

高齢者・障害者サポートの専門家 

                                     

 

 

 

 

 
 

令和６年１０月２９日(火)、１２月２０日(金) 

令和７年 ２月１４日(金) 

◎時  間   1３：３０～１６：３０  
 

◎会  場   「ウェスタ川越」２階「活動室５」 

川越市新宿町１－１７－１７ 

 

◎定  員   １０組（先着順、定員になり次第締切） 

 

◎後  援   川越市、川越市社会福祉協議会 

 

◎申 込 先   氏名、住所、連絡先をご記入の上、ＦＡＸでお申込みください。 

（電話申込可、１０時～１６時） 
                                   （キリトリ）                                                        

次の通り、相談会の申込をします。         申 込 書  送信先⇒ Fax:049-236-5715 

相談者氏名                         （フリガナ） 

住    所 〒 

連 絡 先 電話                 ＦＡＸ 

相談内容  □成年後見  □障害年金  □その他（              ）                

 

主 催   （一社） 社労士成年後見センター埼玉 川越支部 

☎０４９－２２５－９５２５、ＦＡＸ０４９－２３６－５７１５ 

～～ホームページ https://kawagoe.uh-oh.jp/～～ 

 

社会保険労務士による 

成年後見と障害年金の 
無料相談会 

         

社会保険労務士（社労士）とは、 

会社の就業規則や労働時間などの労

務管理や、社会保険（雇用保険・労災

保険・健康保険・年金保険・介護保険な

ど）の専門家、国家資格者です。 

申込期限：各々1週間前まで 

ＦＡＸ：０４９-２３６－５７１５ 

相談会のことは↓ 

 （申 込 先） 

https://kawagoe.uh-oh.jp/

